
木谷 明 弁護士 講演会          

＝冤罪被害支援のために ～再審法改正の基礎知識を学ぶ＝ 

冤罪は最大の人権侵害です。聖公会有志「一羊会」が支援している、仙台北陵クリニック

事件の守大助さんは、仙台地裁・仙台高裁によって再審要請が棄却され、現在最高裁に再審

を要請しています。多くの冤罪事件の再審開始確定の扉は重く、冤罪被害に苦しむ方々は人

生の大切な時間を奪われたままです。 

今年５月「再審法改正を目指す市民の会」が結成されました。冤罪被害救済のために 1日

でも早い再審法改正が必要です。元裁判官の木谷明弁護士に再審法の問題点、改正のポイン

ト等についてお話を伺い、冤罪被害に苦しむ方々をささえるために学びます。 

 

＝木谷明弁護士プロフィール＝ 

1937 年神奈川生まれ。1961 年東京大学法学部卒業、司法研修所入所。

1963年東京地裁判事補任官後、最高裁調査官、水戸地裁所長、東京高裁判

事部総括を経て、2000年退官。2004年～2012年 3月法政大学大学院教授。

2012 年 4 月から弁護士。主著書「刑事裁判の心―事実認定適正化の方策」

法律文化社、「刑事裁判のいのち」法律文化社他。 

  

 

☆木谷明弁護士講演・質疑のあとに支援者のアピールがあります。 

 「恵庭殺人事件」       恵庭冤罪事件の被害者支援   

 「袴田事件」         無実の死刑囚・袴田巌さんを救う会 

 「狭山事件」         石川さんをとりもどそう 23日の会 

 「仙台北陵クリニック事件」  守る会・東京 

                           

 共催：日本聖公会有志「一羊会」 

     日本聖公会東京教区人権委員会 

           問い合わせ： 森田麻里子     thepauls@jcom.home.ne.jp           

日時  11 月 30 日（土）13:30～16:00

会場  聖公会神田キリスト教会 

千代田区外神田 3-5-11 

会費  無 料    

 テキスト：「刑事裁判のいのち」法律文化社 
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